
懐かしくて新しい世界を。

医療・介護、福祉、教育等と交通の更なる統合連携から

令和７年11月

国土交通省 総合政策局

モビリティサービス推進課長

星 明彦

まちづくり・地域づくりフォーラム
「地域づくり・資源開発をすすめるには」



路線の休廃止 運転手※の不足

（タクシー）

デジタル化の遅れ

将来の人口増減状況
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「DXの取組を実施している」と
回答した企業の割合

中小零細事業者が多いバス・タクシー産業

（出典）「TAXI TODAY in Japan 2024」
（全国ハイヤー・タクシー連合会）より

国土交通省作成

経営状況の悪化
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（出典）「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」（リクルートワークス研究所）より

※輸送・機械運転・運搬
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H20年度→R5年度

バス廃止キロ数:約23,193km
鉄軌道廃止キロ数:約625.1km

（単位:km）
2040年:99.8万人不足
2030年:37.9万人不足

（バス）

（出典）「自動車輸送統計年報」、「鉄道統計年報」より国土交通省総合政策局作成 （出典）国土交通省物流・自動車局・鉄道局公表資料より国土交通省
総合政策局作成

（出典）国土交通省鉄道局調べ、国土交通省物流・自動車局調べ （出典）総務省（2021）「デジタル・トランスフォーメーションによる経済への
インパクトに関する調査研究」から国土交通省作成

（出典）「2022年度版 日本のバス事業」
（公益社団法人日本バス協会）より

国土交通省作成

・2050年には全国の約半数の地域で
人口が50%以上減少（2015年対比）

（出典）総務省「平成27年国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の
地域別将来推計人口（平成30年統計）」等をもとに国土交通省作成

利用者の減少

自治体が必要としている支援策

「交通空白」の解消にあたり、
自治体が必要としている支援策を調査票により集計（R7.4）

・予算面の支援
・制度に係る情報や知見の提供
・担当者のマンパワー不足に対する支援

74.1％
51.9％
40.5％

・体制の構築
（広域調整・担い手づくり等）
・民間の技術・サービスに係る情報
・事業者との調整にあたっての橋渡し

38.6％

33.2％
25.8％
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地域交通の現状



目の前の「交通空白」への対応 「交通空白」解消に向けた持続可能な体制づくり

集中対策期間後も見据え、自治体等における体制構築を推進
リストアップされたすべての地区・地点で

「交通空白」解消に目途

※ 未然防止が必要な地区（要モニタリング地域の足1,632地区・観光の足146地点）にも先手先手で対応

体制構築基本目標 共同化目標 都道府県目標
3か年で300市町村 3か年で100件 3か年で47都道府県

都道府県ごとにモデル地域を創出

国による総合的な後押し

実施中
548地区

準備中
854地区

検討中
655地区

早急に要対策
252地点

要対策
210地点

地方運輸局等による
首⾧訪問・事業者との橋渡し・伴走支援 制度・事例等に係る情報・知見の提供 実証・実装等に向けた十分な財政支援

「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム (R7.10.31:1,319会員) 新たな制度的枠組みの構築
共同化・協業化、自治体の体制強化、観光の足とのハイブリッド化 等

カタログによる
マッチング支援

パートナー企業からの
ご発表

(株)バイタルリード(株)Will Smart

第1回プラットフォーム発足
（R6.11.25）

第2回プラットフォーム
（R7.3.19）

さらなる官民の取組
実装に向けて

パイロット・プロジェクトの展開
（５分野30プロジェクト程度）

発足時の総会に
計500名超が参加

平井鳥取県知事ほか
各界からの講演

• 奥能登2市2町で広域で共通のAIオンデマンド交通の導入
• 広域運営体制を構築することにより、圧倒的な担い手不足

に対応

スクールバスへの地域住民の混乗に
係る実証事業（京都府京田辺市）

• 広島市とバス事業者８社で、協調・共創プラットフォーム
（一般社団法人化）を立ち上げ、共同運営システムを構築
データを活用した企画立案・システムや車両の共有等を実施

複数施設での共同送迎システムによる
運行実証事業（岡山県玉野市）

国土交通省「交通空白」解消本部（本部⾧:国土交通大臣）
① 「地域の足対策」と「観光の足対策」
② 「日本版ライドシェア」や「公共ライドシェア」

のバージョンアップと全国普及

公共RS

日本版RS

乗合タクシー
許可・登録を
要しない輸送AIオンデマンド

ローカル鉄道 バス

乗用タクシー
第３回幹事会R7   2.25第１回本部R6.  7.17
第４回幹事会R7.  4.24第１回幹事会R6.  8.  7
第４回本部R7.  5.30第２回本部R6.  9.  4
第５回幹事会R7. 9.10第２回幹事会R6.10.30

第３回本部R6.12.11

「交通空白」解消に向けた取組方針2025（概要）※骨太の方針2025にも本施策を位置づけ

地域の足
約2,000

地区

観光の足
約460
地点

○ 人口減少や高齢化による免許返納が進展。買物、医療、教育など様々な日常サービスを支える地域交通の役割は
ますます高まる一方、地域鉄道・路線バスの運転者の不足、減便や廃止により、地域交通は危機的な状況

○ 日本版・公共ライドシェア等の新しい移動手段のほか、鉄道・バス・タクシー・デマンド交通等あらゆる移動手段を総動
員しながら、「交通空白」を解消していく必要

２．地方を伸ばし、暮らしを守る
地方の「暮らし」と「安全」を守るため、・・・地域公共交通
の維持に取り組む。

高市政権の基本方針（R7.10.21閣議決定 抜粋）

地方運輸局等により、首⾧等への直接訪問や自治体担当者との事務打合せ、
交通事業者等との橋渡し・調整、都道府県と連携した説明会の開催等を実施

本部⾧指示（R7.5.30 抜粋）
・令和８年度予算要求等に向けて、万全の準備
・新たな制度的枠組みの構築の検討を直ちに開始し、地域交通法等の改正も
念頭に、できるだけ早期に具体化

・「次期交通政策基本計画」に「取組方針2025」を十分に 織り込むとともに、
集中対策期間後も見据えた施策の充実

・「令和の国民運動」として、「交通空白」解消の取組を一層浸透させていく
仕掛けを検討

自治体業務の補完・省力化を推進し、「交通空白」解消に向けた持続可能な体制
づくりを支援するため、ガイダンスやポータルサイト、カタログ等の支援ツールを提供

予算面や体制構築(広域調整、担い手づくり等)を必要とする取組に対して、各種支援
メニューにより、「交通空白」解消に向けた取組の実装や持続可能な体制づくりを後押し

集中対策期間（R7～9）後

3

国土交通省における「交通空白」解消の取り組み



骨太の方針2025
（経済財政運営と改革の基本方針2025）

令和７年６月13日閣議決定

地方創生2.0「基本構想」
令和７年６月13日閣議決定

２．地方創生2.0の推進及び地域における社会課題への
対応

（２）地域における社会課題への対応

（持続可能で活力ある国土の形成と交通のリ・デザイン）

「「交通空白」解消に向けた取組方針2025」※に基づき、
2027年度までの集中対策期間で、公共・日本版ライドシェア
等の普及、民間技術等の活用、国の伴走、共同化・協業化
や自治体機能を補完・強化する新たな制度的枠組み構築
等これまでを上回る国の総合的支援の下、「交通空白」の解
消に取り組むとともに、省力化推進、担い手確保、自動運転
の普及・拡大等、地域交通のリ・デザインを全面展開する。

_______________________________
（※）令和７年５月30日国土交通省「交通空白」解消本部決定。

６．政策パッケージ
（１）安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
⑥交通・医療・介護・子育てなど生活必需サービスの維持・確
保
ⅰ．「交通空白」の解消等に向けた地域交通のリ・デザインの
全面展開
地方創生の基盤である地域交通が人口減少・少子高齢化

や担い手不足の中においても地域の暮らしや経済を支えるた
め、「交通空白」解消に向けた取組方針※に基づき、まずは、
集中対策期間（2025年度～2027年度）において、公
共・日本版ライドシェア等の普及、民間技術・サービスの活用、
地方運輸局などによる伴走、共同化・協業化や自治体機能
の補完・強化を図る新たな制度的枠組みの構築などこれまで
を上回る国の総合的支援の下、「交通空白」解消を図るとと
もに、省力化の推進、担い手の確保、自動運転の普及・拡大
等地域交通のリ・デザインを全面展開する。
_______________________________
（※）「「交通空白」解消に向けた取組方針2025」（2025年５月30日国土交通省「交通
空白」解消本部決定）

4

骨太の方針2025及び地方創生2.0「基本構想」における関係記述（抜粋）



中間とりまとめ（素案）の内容

 交通事業者や市町村を単独として捉えたままで、地域旅客運送サービスを確保又は維持することは困難であり、市町村がイニシアチブを
発揮しつつ、交通以外の産業分野とも連携し、複数の主体による連携と協働を更に推進していくことが急務となっている。

 ①交通事業者の共同化（自動車分野、鉄道、航路事業）、②自治体の共同化（複数の市町村、広域自治体）、③交通事業
者以外の関係者との共同化（輸送資源のフル活用）の３つの観点から、地域公共交通計画に共同化・協業化に係る取組を位
置づけた上で、体制整備や設備投資を支援することにより、これらの取組を強力に推進すべきである。

１．共同化・協業化の推進

２．地方公共団体を支援する外部組織の活用
 地方公共団体が地域交通施策に取り組む上で、人員やノウハウの不足が大きな課題となっている。
 ノウハウを有する外部組織が、地方公共団体の役割を補完する存在として地域の関係者に受容され、取組を円滑に実施することが

可能になるよう、その役割や業務等について、地域公共交通計画に係る制度において何らかの形で位置づけることが必要である。

3．公共ライドシェアの実施主体

＜今後のスケジュール＞
６月27日 第１回 地域公共交通の現状、本検討会での検討事項・論点、関係者ヒアリング
８月25日 第２回 検討事項・論点の整理、関係者ヒアリング
９月29日 第３回 中間とりまとめ（素案）、関係者ヒアリング → 年内に中間とりまとめを予定 5

 学校や病院の統廃合による広域のエリアの対応や、担い手の拡大の必要性が高まっており、一部事務組合、広域連合、都道府県
等も公共ライドシェアの実施主体に追加することを検討すべきである。

４．データの利活用
 モビリティ・データの利活用は重要であるため、データの外部組織への共有やアクセス範囲などのプロセスをガイドラインで明確化しつつ、

地方公共団体が交通事業者等にデータ提供を求めることができることを明確化する。
５．法定協議会の運営
 事業者が路線等の休廃止に係る情報提供を事前に行うように努め、代替交通の確保に係る協議を行うこととすることを、地域交通

法の基本方針において明確化するなどの措置を検討すべきである。
６．観光需要を踏まえた相乗効果の発揮
 地域公共交通計画の策定に当たって、地域住民の移動とあわせて、観光客の移動のための需要を考慮する等、両者を複合的・

統合的に捉える必要性が高まっており、これを促していくべきである。

自治体をはじめとする地域が公共交通を自らデザインし、「交通空白」解消に取り組むための新たな制度的枠組みの構築を図る。

新たな制度的枠組みの構築について（交通政策審議会地域公共交通部会における検討状況）



地域の基盤的サービスを提供する乗合バス事業者が、他の交通事業者（乗合バス、鉄軌道等）と連携した取組等に
より経営力の強化・生産性の向上等を図り、将来にわたってサービスの提供の維持の実現するため、国土交通大
臣の認可を受けた共同経営（カルテル）に関する独占禁止法の特例等を定める。（令和２年11月施行）

共同経営の対象行為

バス

A
B

バス
C

鉄道

A＋B＋C
＝300円／日

14:30

14:30

だんご状態
のダイヤ

等間隔で
利用しやすく

14:00

A事業者

B事業者

14:00

A/B事業者

【 定額制乗り放題のイメージ 】 【 「ハブ＆スポーク型」のイメージ 】 【 等間隔運行のイメージ 】

○ 共同経営を実施する乗合バス事業者等は、法定協議会等へ意見聴取の上で、事業者間で「協定」の締結と「共同
経営計画」の作成を行い、国土交通大臣の認可を受けることが必要。

○ 国土交通大臣は、公正取引委員会に協議を行った上で、利用者に不当な不利益が生じるおそれがないか等の認可
基準に適合すると認めるときは認可。 ※これまで9件の共同経営を認可(令和7年9月24日現在)

○ 共同経営を実施する乗合バス事業者等は、毎年、共同経営の実施状況について国土交通大臣へ報告。

共同経営の認可

①運賃・料金の設定
定額制乗り放題、通し運賃など

②路線等の共同・分担運行
「ハブ＆スポーク型」のネットワーク再編、
ループバスなど

③運行回数・運行時刻の設定
等間隔運行、パターンダイヤなど

共同経営の認可により、以下の行為について、乗合バス事業者が他の交通事業者と直接協議して行うこと等が可能

※地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律
（令和２年法律第32 号）

6

独占禁止法特例法※の概要



①熊本地域乗合バス事業共同経営計画

▼重複区間のダイヤ等の見直し（熊本市中心部）

取組
主体

計画
期間

九州産交バス、産交バス
熊本電気鉄道、熊本バス、熊本都市バス

第1版 令和3年4月1日 ～ 令和6年3月31日
第2版 令和4年11月1日 ～ 令和7年10月31日
第3版 令和5年10月1日 ～ 令和8年9月30日

○ 重複する区間において、運行事業者・運行便数
の効率化、ダイヤ調整による待ち時間の短縮を実施

○ 熊本市中心部に均一運賃を導入し、利用者の利
便性を向上（R5年10月～）

②岡山駅・大東間共同経営計画

▼共同経営実施区間（岡山駅～大東間）

取組
主体

計画
期間

岡山電気軌道、両備ホールディングス

令和3年4月1日 ～ 令和8年3月31日

○ 両事業者が、重複して運行する区間において、共
同で運行回数・運航時刻を設定

○ 等間隔運行を実現するとともに、停留所の統一化
を実施することにより、利便性を向上

③前橋市乗合バス事業共同経営計画

▼本町ライン（前橋駅～県庁前）も重複運行

取組
主体

計画
期間

関越交通、群馬バス、群馬中央バス、
上信観光バス、永井運輸、 日本中央バス

令和3年10月1日 ～ 令和8年3月31日

○ 重複して運行する区間を経由する11路線におい
て、協調してダイヤを調整

○ JR両毛線のダイヤにあわせた15分間隔のパターン
ダイヤを導入し、利便性を向上

重複運行する
路線のダイヤを調整

停留所の統一化

本町

表町

前橋駅

日銀前

市役所
・合庁前

県庁前

県庁前

前橋公園

中心市街地

官庁エリア

▼JRの運行ダイヤにあわせたパターンダイヤ

重複運行する
路線のダイヤを調整

パターンダイヤ パターンダイヤ
スムーズな乗継

均一運賃エリア
の実施区域

▼ダイヤ調整による待ち時間の短縮

最大間隔
30分17時

最大間隔
20分17時

05
両備

20
岡電

50
岡電

00
岡電

20
両備

40
岡電

00
両備

時刻を調整し、等間隔運行を実現

均一運賃の導入
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共同経営計画の認可件名（1/3）



④⾧崎市域乗合バス事業共同経営計画

▼共同経営の実施地域と実施内容

取組
主体

計画
期間

⾧崎自動車、⾧崎交通局

○ 重複する7地区において、運行事業者の統一化
や運行間隔の平準化を図るダイヤ調整を実施

○ 効率化により生じたリソースを活用して、⾧崎市中
心部の主要施設を循環する路線を新設

⑤徳島県南部における共同経営計画

▼共同経営実施区間（阿南駅～阿波海南間）

取組
主体

計画
期間

徳島バス、四国旅客鉄道

令和4年4月1日 ～ 令和9年3月31日

○ 徳島県南部地域の鉄道とバスが並行する区間に
おいて、共通運賃・通し運賃を設定

○ JR牟岐線と並行するバスの乗継時の初乗り運賃
が不要となり、利便性が向上

⑥広島市中心部における均一運賃の
設定に係る共同経営計画

▼均一運賃エリアの区域図（広島中心部）

取組
主体

計画
期間

広島電鉄、広島バス、広島交通、
中国ジェイアールバス、芸陽バス、
備北交通、エイチ・ディー西広島
令和7年2月1日 ～ 令和10年3月31日
※令和3年11月1日 ～ 令和7年3月31日

計画から変更

○ 事業者が連携して、路線バスの均一運賃エリアの
拡大・路面電車と路線バスの運賃同額化を実施

○ 交通モードの枠を超えた「路線バス・電車の共通
サービスを実現することにより、利便性を向上

全路線の
運行を
県営バスに
統一

JR乗車券類での
バス利用が可能

相互利用を可能とすることで
当該区間における平均運行
間隔を20分以上短縮

240円
均一運賃エリア

滑石

本原

目覚

立神
矢の平

市
中心部

日見

東⾧崎

東⾧崎,日見,本原,目覚地区:県営バスが運行
滑石,矢の平,立神(昼間帯) 地区:⾧崎バスが運行

市中心部で
路線新設

第1版 令和4年4月1日 ～ 令和7年3月31日
第2版 令和6年4月1日 ～ 令和9年3月31日

路線バス

220円均一運賃エリア【変更前の計画】

240円均一運賃エリア【変更後】

240円均一エリアの境となるバス停

電車市内線
8

共同経営計画の認可件名（2/3）



⑦岩手県県央部・沿岸部間における
共同経営計画

▼共同経営の実施地域と実施内容

取組
主体

計画
期間

岩手県北自動車株式会社（岩手県北バス）
東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）

○ JR山田線に並行して運行する岩手県北バスの
「106バス」について、JR乗車券類による共通利用
を実施。

○ JR東日本が、JR乗車券類で「106バス」を利用
した人数の実績に基づき、事業者間で定めた金額
を岩手県北バスに支払いを実施。

令和7年4月1日 ～ 令和12年3月31日

【取組イメージ】

⑨遠紋地域乗合バス事業共同経営計画⑧岡山市地域公共交通共同経営計画

取組
主体

計画
期間

北海道北見バス株式会社（北見バス）
北紋バス株式会社（北紋バス）

令和7年10月1日
～ 令和10年9月30日

取組
主体

計画
期間

岡山電気軌道㈱、両備ホールディングス㈱
中鉄バス㈱、下津井電鉄㈱、備北バス㈱

令和7年10月1日
～ 令和12年3月31日

○ 重複区間の事業者間の競合を解消し、各社の
運行区域を分担。

○ 湧別町の交通結節化に伴う接続ダイヤの調整
および2社間での通し運賃、共通定期券、バス
ロケシステムの共同運用の実施。

○岡山市中心部において路線バスの均一運賃エリア
を設定。

○路線バスとあわせて路面電車の運賃を変更
（運賃同額化）

▼共同経営の実施地域と実施内容▼共同経営の実施地域と実施内容

対象区域
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共同経営計画の認可件名（3/3）



 コロナ禍による収支悪化や運転者不足により事業者単独での事業の
継続が困難であることを踏まえ、令和６年４月１日に、市とバス事業
者が参画するプラットフォームを立ち上げ（令和７年法人化）。

 データ分析に基づく路線の最適化や各社の人材のプラットフォームへ
の集約による企画立案の高度化等の共同事業に加え、ＥＶバス等
導入・充電設備等整備計画の策定などの取組を進めている。

＜共同運営システム（広島モデル）のイメージ図＞

（出典）「共同運営システムによる乗合バス事業の再構築に向けた基本方針」

 新たに社団法人を作る又は既存団体を活用し、限られた輸送資源を
最大限に活用した持続可能な地域交通を実現するため、以下の業務
を行う体制を確立。

・交通ネットワークの統合・広域管理マネジメント
・共同配車センター・コールセンターの運営
・運転手・車両の共同管理
・財源の確保、民間投資の誘致、移動需要の喚起

能登地域公共交通協議会（石川県等）バス協調・共創プラットフォームひろしま（広島県広島市）

＜スキーム図＞

（出典）令和7年6月3日 馳浩 石川県知事記者会見資料

【事業者や自治体の更なる連携・協働の推進】

南信州広域連合（⾧野県南信州地域）
 エリア運行管理組織に拠る共同運営化の推進として以下の取組を実施
• 圏域内のヒト・モノ・コトの集約化による効率性、利便性向上の可能性について

の調査
• 路線、サービスの見直し
• 人材の斡旋、運転者確保
※圏域内の運営組織により一元的な運行管理、運転者管理、予約・配車

 次世代交通形態の創造・実装を目的に、産学官のプラットフォーム「庄
原MaaS検討協議会」が従前より活動しており、利便性向上と情報の見
える化を具体化、地域活性化を図るために、以下の事業を実施。
• 交通・観光など様々な情報を集約・提供する拠点「MaaSステーショ

ン」を駅前に開設。客貨混載により運搬する商品の販売も実施。
• タクシーと路線バスの接続拠点を整備。円滑な乗継を実現するととも

に、地元生産野菜等をタクシー・バスの客貨混載により運搬。

10

＜MaaSステーション＞

交通事業者間の連携による客貨混載・拠点整備事業（広島県庄原市）

（出典）国土交通省「地域の関係者による連携・協働のカタログ」（事業者資料をもとに国土交通省総合政策局作成）

業者や自治体の更なる連携・協働の推進の取組事例①



(株)バイタルリード (株)Will Smart

11

地域連携公共ライドシェア（茨城県つくば市等）
 ４市（つくば市、土浦市、下妻市、牛久市）共同で広域公共ラ

イドシェアを運行
 運行管理業務、車両管理業務を一括で委託
 ドライバー募集から研修等も共同で実施
＜スキーム図＞ ＜ドライバー共同募集・共同育成＞

とっとライドシェア（鳥取県）

 ねんりんピック期間中（10/18（金）～10/22（火)の期間中24時
間）の競技者等の移動にあたり、タクシー車両の不足が見込まれるこ
とに対応するため、鳥取県の申し出により日本版ライドシェア（とっと
ライドシェア）を導入。

 鳥取県内の７営業区域において、タクシー会社が７社連携を行い、
ライドシェアドライバーの共同募集を行った結果、74人のドライバーを
確保し、105回運行を行った。

＜参画事業者＞

 交通に携わる人材の高齢化やドライバー不足などの課題に対し、地域や
業種を“越境”し、ミライの地域交通をワンストップで支えるプラットフォーム
構築と人財育成事業を実施するミライモビリティ・ラボを創設。

 自治体×企業・団体等の連携によるリソース効率化と需要の創出として、
以下の人財育成に係る取組を実施。
・地域交通クルーの育成（運行・ドライバー）
・地域交通オペレーターの育成（運行管理） 等

ミライモビリティ・ラボの創設（静岡県賀茂南西エリア）スクールバス・コミュニティバス等の集約（茨城県常陸太田市）
 路線バス、コミュニティバス、患者輸送バス、スクールバスが運行していた

が、運行ルート、運行時間が重複して非効率な状況で、市の負担額も
年々増加。

 平成28年10月から、コミュニティバス、患者輸送バス、スクールバスを
路線バスに統合し、運賃体系の見直しを行い、効率的な運行を実現。

グループ

みちのりHD

関係者 市議会、
町会、市民、
小学校・保護者、
医師会、警察、
道路管理者等

バス事業者 茨城交通㈱、
日立電鉄交通サービス㈱

支援

市が合意形成
のため関係者
と調整

市がバス事業
者に運行委託

実施主体
常陸太田市

＜意思決定・実施主体＞

【事業者や自治体の更なる連携・協働の推進】

（出典）国土交通省「地域の関係者による連携・協働のカタログ」

（出典）鳥取県ホームページ「とっとライドシェア」サイト

（事業者資料をもとに国土交通省総合政策局作成）

（出典）「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム第２回会合 Community Mobility社講演資料

事業者や自治体の更なる連携・協働の推進の取組事例②



地域交通の役割、分野横断での統合施策推進の必要性

12



13

統合アプローチでの地域交通再構築（リデザイン） １１省庁連名による都道府県知事あて通知（令和６年６月２８日）



14

介護福祉分野での対応例



8:00～9:00

16:00～17:00

12:00～13:00

8:00～9:00

7:00～8:00

15:00～16:00
17:00～19:00

7:00～8:30

17:00～19:00

15:00～18:00

9:00～10:00

介護・福祉、病院、学校・部活動、通勤・買い物、
宿泊施設などの移動需要

（施設毎の送迎や家庭送迎に依存）

例えば、

既存の車両とドラ
イバーを活用して
需給を統合調整し
共同運営にする。

（拠点集約化を含む）

公共ライドライドシェアによる
車両・ドライバーの共同利用・相乗り化など

＜路線・デマンド＞

病院送迎バス、家族送迎など

介護サービス送迎車、家族送迎など

スクールバス、家族送迎など

企業送迎バス、家族送迎など

ホテル送迎バス

※ 自助交通（徒歩、自転車、高齢者用スローモビリティなど）とも組合せ
15

交通空白地域での対応例①： 公共ライドシェアによる共同化



12:00～13:00

8:00～9:00

7:00～8:00

15:00～16:00
17:00～19:00

7:00～8:30

17:00～19:00

介護・福祉、病院、学校・部活動、通勤・買い物、
宿泊施設などの移動需要

（施設毎の送迎や家庭送迎に依存）

例えば、

路線バスの輸送力を
増強し、需給を集約化。

（拠点集約化含む）

バス、タクシー等を積極活用し、持続
可能な公共交通サービスに再構築。

＜路線・デマンド＞

病院送迎バス、家族送迎など

スクールバス、家族送迎など

企業送迎バス、家族送迎など

※ 自助交通（徒歩、自転車、高齢者用スローモビリティなど）とも組合せ
16

交通空白地域での対応例②： 需要を束ねて、バス、タクシーを積極活用



データ活用の従来課題

※令和６年４月２６日「「地域公共交通計画」の実質化に向けた検討会中間とりまとめ」から抜粋

同種のデータでも事業者により出力されるデータフォーマットがバラバラ。
活用のためのデータ処理等に、多くの時間、労力を要する。

データ共有のフォーマットがバラバラ

⇒ データ標準化や地域公共交通計画策定支援ツールの開発推進が望まれ
るか。

バス運行情報（GTFS）など一部でデジタル化が進展も、地方部などで
は乗降実績や輸送実績などはデジタルとアナログが混在。

データが活用されず放置されている事例や、解像度の高いデータや鮮度の
高いデータが不足している事例が散見される。

アナログデータしかない／データが放置されている

⇒ 低コストで、データ連携・活用が容易な標準DXツールの開発とその普及促
進が望まれるか。

交通事業者等が保有するデータを「何のために」「どのように」活用するのかが曖昧。データ提供者側にリスクも。
データ取扱いのルール、アクセス範囲などが不明確。個別調整・協議に膨大な時間がかかる。

データ共有の目的・範囲・条件・体制等が曖昧、未整備

⇒何のためにどんなデータが必要か、その取扱い等について共通理解を醸成し、その「ガイドライン化」を行うことが望まれるか。

17

データ稼働型地域公共交通計画の策定と機動的な実践



地方部の例
（例： 地域の持続可能性及びQOLの向上（教育、介
護・医療、買い物などのアクセシビリティの確保））

大都市圏のイメージ
（例： 地域社会及び交通事業の生産性向上、沿線／路
線価値の向上、混雑解消などオーバーツーリズム対策）

計画との関係

左記＋
線区・路線別の収支 など

・駅・停留所、運賃、運行ダイヤ／回数
・路線別・駅別等の乗降客数
・タクシー営業区域、公共RS、シェアサイクル等提供
エリア及び利用客数 など

地域公共交通計画の策
定にエッセンシャルなもの
（静的データ）

左記（必要に応じ）・乗降記録（匿名化された動態データ）
・タクシー、公共RS等の乗降データ
・バスの運行・渋滞データ（GTFSーRT）

・移動需要予測に資するデータ（季節波動、イベント
時輸送実績） など

地域公共交通計画の実
行にエッセンシャルなもの
（鮮度の高いデータ、動
的データ）

・医療、介護、教育、買い物などエッセンシャル
サービスにかかるデータ（需要波動、動態、属性
など）

・地域の輸送資源情報（スクールバス、法人車両、
公共車両、介護車両など＋ドライバー）

・住民の満足度、アクセシビリティデータ など

・入域観光客数（統計、予測）
・宿泊者数、観光客の動態・消費データ
・生活者の動態・消費データ
・住民や観光客の満足度、アクセシビリティ など

地域の個別課題や目指
す理念・KPI等に応じ、必
要となるもの
※交通事業者以外の主体に提供

を求めるものを含む

・共同経営や、更なる人員・車両の共通化検討、交通事業の生産性向上検討のためのデータ（乗員・車両
台帳、輸送実績、点検整備情報、売上・収益実績など） など

（参考）その他地域公共
交通計画に関連する調査
で必要となるもの

※１） 個人情報保護、データの外部組織等への共有やデータの保秘、アクセス範囲などの標準的なプロセスについて、十分な協議の上、合意形成・ガイドライン化さ
れていることが前提か。

※２） 地域公共交通計画の策定に際しては、上記以外に、人口動態、経済活動、土地利用、人の流動等に関する公的データのほか、地域課題（介護・医療、教育等）
に応じたデータが必要となる（詳細については、「地域公共交通計画のアップデートガイダンス／データ活用の手引き」を参照）。

定量的な目標を伴う、質の良い「地域公共交通計画」の策定及び実行に必要なものとして、地方公共団体が交通事業者等に
対し提供を求めることが想定されるデータ（＝官民共創・協業による共有価値創出への貢献が期待されるデータ ※）とは、何か。
※ その地域における「地域公共交通計画」の策定及び実行に必要不可欠なものであることが前提。

個別に協議

18

【データ提供/データ活用の環境整備】 どのデータをどう活用するのか（共通理解の醸成）



Copyright © 2025 by MLIT. All rights reserved.





地域交通DX推進プロジェクト「COMmmmONS(コモンズ：Code for Mobility Common Society)」





これまでの取組と課題

新たな取り組み

地域交通DX推進プロジェクト
「COMmmmONS」（コモンズ）を始動

MaaSアプリの標準化推進プロジェクト

モビリティ・データの標準化プロジェクト

データ分析ソリューションの高度化プロジェクト

バス業務の標準化プロジェクト

COMmmmONSのプロジェクト例

（コモンズ:Code for Mobility Common Society) 
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令和７年度 地域交通DXプロジェクト地域輸送資源のフル活用

 地域には、介護施設、宿泊施設、
学校・塾等に送迎車両が存在も、



今年度、岡山県玉野市のほか全国数カ所（群馬県水上町・前橋
市、兵庫県豊岡市）で、共同開発・実証。令和８年度以降、成果
を横展開しエリアや連携領域を拡大していく考え。

データ活用による
車両と運転手の高効率運用

福祉・観光・教育（学校、学童、塾、部活動など）
の共同送迎を実現。





高齢者
（福祉）

子ども
（教育）

観光客

施
設
管
理
者

20

他分野とのデータ統合連携の促進



■ 「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト
喫緊の課題である「交通空白」の早期解消等に向け、
・ 「交通空白」の課題がある自治体において、都道府県が先導する場合も含め、
公共/日本版ライドシェア導入等を総合的に後押し
（調査・計画策定・合意形成、実証運行に係る車両・システム・運行費等の支援）

・地域の多様な主体の連携・協働による「共創」実証運行、MaaSの広域化等支援

・「『交通空白』解消・官民連携プラットフォーム」 パイロットプロジェクト推進
（官民連携、地域間連携、モード間連携の広域的解決モデルを横展開）

「交通空白」の解消、多様な関係者の連携・協働等による
持続可能な地域交通への進化

地域公共交通の維持・確保等
■生活の基盤となる地域公共交通の維持確保等
 離島航路、離島航空路、幹線・地域内フィーダー系統の運行費等に対する支援
 バリアフリー対応車両導入や施設整備等、公共交通機関のバリアフリー化支援

 地域鉄道における安全対策（鉄道施設総合安全対策事業費等）
 安全に問題があるバス停の移設等

観光の足:「おにタク」

地域の足:「かなライド」

■ローカル鉄道再構築
再構築に向けた協議の場の設置、調査・実証事業を支援

■地域公共交通再構築（社会資本整備総合交付金）
地域交通ネットワーク再構築に必要なバス・鉄道施設整備支援

■EV車両・自動運転車両等の先進車両導入支援

■交通DX・GXによる省力化・経営改善支援
配車・運行管理システムの導入・共通化、
キャッシュレス決済の導入等支援

■自動運転の社会実装に向けた支援
自動運転大型バス等への支援を強化

■交通分野における人材確保支援
２種免許取得、採用活動等、人材確保を支援

■財政投融資（鉄道、バス、タクシー等のDX・GX投資に対する出融資）
（令和７年度:135億円）

クレカタッチ決済

■訪日外国人旅行者受入環境整備（観光庁予算）

訪日外国人旅行者の「観光の足」確保に向け、
・公共/日本版ライドシェア等活用による観光地の二次交通の高度化
・乗場・待合環境整備等の二次交通へのアクセスの円滑化
・多言語対応、キャッシュレス決済の普及や、観光車両導入等の
公共交通機関における受入環境整備

軌道強化による高速化

自動運転大型バス

EVバス充電施設の設置

■地域公共交通計画・協議会のアップデート支援
「交通空白」解消に向けた実態把握やモビリティデータの利活用等の支援

上記のほか、関係予算として公共予算のうち、道路整備費（自動運転の走行環境整備等）、 都市・地域交通戦略推進事業（公共交通に係る支援等）がある。 21

（参考）「交通空白」の解消等に向けた地域交通のリ・デザインの全面展開
（令和６年度補正・令和７年度予算）

地域公共交通確保維持改善事業等
令和６年度補正 ３２６億円、令和７年度 ２０９億円

・社会資本整備総合交付金（地域交通関係）

：令和６年度補正 ６１２億円の内数、令和７年度 ４８７４億円の内数

・鉄道施設総合安全対策事業費

：令和６年度補正 ６９億円の内数、令和７年度 ４５億円の内数

・訪日外国人旅行者受入環境整備

：令和６年度補正 １５８億円の内数、

令和７年度 ６億円の内数、国際観光旅客税充当額 ２５億円の内数



地方部での
人口減少や担い手不足の加速に伴う

分野横断での統合ソリューションの必要

22
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アクセス不安の解消（静岡県掛川市、袋井市）

30

医療機関再編における課題と先進事例（公共交通の再編と遠方通院者への配慮）

厚生労働省医政局 医療機関の再編における課題と先行事例（令和３年度医療機能の分化・連携に向けた医療機関の具体的対応方針に対する調査支援事業）



アクセス不安の解消（香川県小豆島）

31

医療機関再編における課題と先進事例（学校、病院、公共交通の統合再編）

厚生労働省医政局 医療機関の再編における課題と先行事例（令和３年度医療機能の分化・連携に向けた医療機関の具体的対応方針に対する調査支援事業）



32

地域医療連携推進法人による共同化・協業化（送迎車両、ドクターカーの共同運営）

厚生労働省医政局 令和6年度 地域医療連携推進法人が行う取組に関する調査研究報告書より



 当連携法人では、参加法人から業務委託を受け、地域包括ケアシステムの
円滑な運用のため、施設間移動の手段として、サポートカー注・ドクターカーの
運営を行っている。また、従来より各施設において、送迎バス等患者・利用
者の施設間移動の手段として利用されている車両が多数存在する。

注:サポートカーとは、介護施設への移送や、救急搬送を必要としない患者移送に用いる車両を指す

 これらの車両について、連携法人に「車両管理部」を置き、20人のドライバー
を直接雇用し、約80台の車両の車両管理・共同運行を一元化し、効率化
を図っている。

 車両管理に関する業務委託料については、運行ルートごとの距離から所要時
間を算出し、これにかかる人件費について参加法人から支払いを受けている。

 車両については連携法人が所有するのではなく、各法人の所有としているが、
車両のリース会社との契約における価格交渉は連携法人が一括して行うこと
で「規模の経済」によるコスト削減効果を創出している。

33

地域医療連携推進法人による共同化・協業化（送迎車両、ドクターカーの共同運営）

厚生労働省医政局 令和6年度 地域医療連携推進法人が行う取組に関する調査研究報告書より



小規模病院送迎の共同化と生活利便の融合

新栄病院ほか10の医療機関（札幌市清田区）

地区内の小規模医療機関を互いに結ぶデマンド乗合バスを
共同運営。利用者の声を受け、交通結節点となる公共施設
やスーパー等への立寄も可能に。

診療予約と医療アクセスの自動連係

受診予約システムとデマンドバス
配車システムを連携。
診療内容に応じ、診察終了時
刻を予想。最適な往路・復路
送迎、商業施設等への立寄り
を自動で提案、予約可能に。

AIオンデマンド
交通サービス

患
者

PHR病院情報システム

病院

車載器

配車指示

自宅

送迎

離院時間
予測

予約生成
運行管理者

データ活用による医療アクセス改善＆生活交通の再構築

帯広圏官民連携プラットフォーム
（帯広市、音更町、幕別町、芽室町、北海道、十勝地区バス協会、十
勝地区ハイヤー協会ほか）

住民の健康増進及び生活の質
の向上のため、医療機関へのア
クセスや生活人流データを可視化。
データに基づき持続可能な交通
ネットワーク・運営体制へ再構築。
R６国交省

地域生活圏形成リーディング事業

地域輸送資源のフル活用 （介護、教育、生活連携）

福祉・観光・教育施設等の送迎車両の運用を共同化。簡
素に操作できる共通システムの活用により、配車調整を自
動化・省力化。

R６国交省「交通空白」解消等
リ・デザイン全面展開
プロジェクト-共創モデル事業

Ｒ６国交省 地域交通DX
COMmmmONS

徳島県立中央病院（徳島県徳島市）

Ｒ６国交省 地域交通DX
COMmmmONS

高齢者
（福祉）

子ども
（教育）

生活者
観光客

岡山県玉野市のほか全国数カ所で同時実証

各施設の運営負担
を軽減、介護、教
育、生活の質を同
時向上。

国土交通省では、医療アクセスの確保のための地域公共交通会議での公共交通再編、地域医療連携
推進法人を活用した送迎の共同化の後押しなどに加え、以下のような取組を令和６年度予算で支援。

34

地域医療構想実現のための交通連携支援（国土交通省による取組支援（例））

令和7年10月31日 第６回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会



35

小中学校の統廃合に伴う通学支援、遠隔地でも質の高い学びの実現



36文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方に関する調査研究協力者
会議」資料より



37文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方
に関する調査研究協力者会議」資料より



38文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方
に関する調査研究協力者会議」資料より



39文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方
に関する調査研究協力者会議」資料より



40文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・
適正配置の在り方に関する調査研究協力者会議」資料より



41文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方に関する調査研究協力者会議」資料より



42文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方
に関する調査研究協力者会議」資料より



43文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方
に関する調査研究協力者会議」資料より
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 米沢市においては、公共交通に加え、スクールバス・医療機関送迎バス・観光送迎バス等の輸送サービスにつ
いても、網羅的に運行状況を調査・把握。自転車を含む全ての地域輸送資源を統合的にフル活用。

 市立病院や屋内遊戯施設、小中学校等他分野施設の分布・統廃合などの情報を整理分析し、地域交通の
今後の需要・供給の見通し等を立て、交通計画の再編に反映。

（医療施設）（小・中学校、高校、大学等）（観光施設）
（出典）米沢市地域公共交通計画 45

学校、病院等の再編に伴う統合移動分析と公共交通再編（国土交通省による取組支援（例））
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部活動の地域連携・地域移行



部活動の地域連携・移行の実現支援（国土交通省による取組支援（例））



48

公共ライドシェア

（市役所公用車（バス）の活用）

による部活動地域移行支援

（長崎県雲仙市）

部活動の地域連携・移行の実現支援（国土交通省による取組支援（例））



なぜこんなことをやるのか。
目指す（目指したい）姿とは。

49



医療

介護

福祉

教育

広域拠点
（病院、介護・福祉施設、学校、図書館、
商業施設。職場、役所など）

（特に地方部の）

家庭、地域社会

仕事
（職場）

買物、
行政

小さな拠点
（一次病院・診療所、介護拠点、図書館、

小中学校、職場など）

機
能
集
積
や
デ
ー
タ
連
携
、
共
同
化
等
に
よ
り

よ
り
高
い
付
加
価
値
と
生
産
性
を
。

医
療
・
介
護
、
教
育
、
福
祉
等
の
機
能
複
合
で

世
代
や
立
場
を
超
え
た
学
び
、
共
助
に
よ
る
社
会
参
画
、

要
加
療
・
介
護
状
態
の
予
防
や
適
切
な
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
。

家
族
負
担
を
軽
減
し
、
学
ぶ
、
働
く
、
協
働
な
ど
に
よ
る

社
会
参
画
の
喜
び
や
所
得
増
、
安
心
の
実
感
を
。

機
能
連
携
、
集
約
等
で
、
「
サ
ー
ビ
ス
の
質
と
持
続
可
能
性
」
を
向
上

テクノロジーやデータ、輸送資源のフル活用で、「アクセスの質や効率」を向上。

50

人口減少（人口偏在）に対応するしなやかな仕組みへ（より質の高く持続可能な「エッセンシャルサービスへのアクセシビリティ」を）

（イメージ試案）



• 人と人を繋ぎ、「信頼と愛情に基づく深い相互の関係性」を再構築したい。

• 各分野の移動需要の統合調整・集約と、地域輸送資源のフル活用で、家族（特に
働く世代）の送迎負担を軽減したい。地方部における医療、教育、仕事などのアクセ
スや質の向上に貢献したい。

• 何よりも、人と人の繋がりと多様な交わりにより、地方部の人口減少に歯止めをかけ
反転させたい。どんな場所でも、どんな世帯でも、格差の少ない包摂的な社会と心
豊かな成長（明日の確かな安寧）を実現できることを、形にしたい。諦めを希望に変
えたい、人が喜びを感じて働き育つことができる実感を届けたい。

本日ご参加の皆さんと共に、みんなで、明日の確かな安寧に繋げられたらと思います。

人が移動する、人が人に会うことを通じ、明日の安寧を。
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